
3．居宅介護支援  

（居宅介護支援）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料   

Ⅰ．サービス  

の内容・水準  
研修開催日・参加者が把握できる研修実施記  

の確保   
録がある。  

事業所の全職員を対象とした、介護  

①保険制度の目的である要介護高齢者  

等の尊厳の保持に関する研修を実施  

している、または、外部研修に派遣し  がある研修資料（テキスト）がある。  

ている。  
（ ）  

研修開催日・参加者が把握できる研修実施記  

録がある。  

事業所の全職員を対象とした、プライ  
② 

バシー 保護に関する研修を実施して    プライバシー保護について記述がある研修資  

いる、または、外部研修に派遣してい  料（テキスト）がある。  

る。   
（  ）  



（居宅介護支援）   



（居宅介護支援）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

重要事項に関して同意したことを確認できる  

文書（利用者または家族の署名もしくは記名  

捺印があること）がある。  
重要事項に関して説明し 圭面により              ヽ目  

④   
同意を得ている。   

（  ）  

3．ケアマネジメントの実施   3 課題分析（アセスメント）   

課題分析標準項目に沿ったアセスメントシート  

がある。  

（D アセスメントの方法を確立している。  

（ ）  

アセスメントシートに、面接した相手、面接した  

場所および聴取した内容を記載している。  
‾ 
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）  

ている。  



（居宅介護支援）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料   

アセスメントからしたいことや好きなことなど利  

用者および家族の意向が抽出されて記載され  

利用者および家族の意向を聞いてい  
③  る様式がある。  

る。   
（  ）  

4 居宅サービス計画書の   地域の介護保険サービス事業者に関する説  

明（情報提供）に使用する資料が2種類以上  

ある。  
地域の介護保険サービス事業者に関  

① 
する情報を提供する仕組みがある。   

（  ）  

居宅サービス計画書第2表に保険給付対象  

介護給付等対象サービス以外のサー  

②ビスも活用している。  
（ ）  



（居宅介護支援）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

居宅サービス計画書第1表、第2表、第3表、  

第7表および第8表が作成されており、利用  

者が居宅サービス計画書について説明を受  

け同意したことを確認できる文書（利用者の署  

名もしくは記名捺印があること）がある。  
居宅サービス計画書について利用者  

③  
へ説明を行い、同意を得ている。  （  ）  

居宅サービス計画書の交付記録・送付案内の  

控え・郵送記録等、サービス担当者に居宅サ  

ービス計画書を交付していることがわかるいず  

作成した居宅サービス計画書をサービ  

④  
ス担当者に交付している。  （ ）  



（居宅介護支援）  

大項目  中項目  小項目  確認事項  確認のための材料  
5 サービス担当者会議の開催等   居宅サービス計画書第4表サービス担当者会  

議の要点または居宅サービス計画書第5表サ  

ービス担当者に対する照会（依頼）内容の記  

サービス担当者会議を開催している、  
① 

またはサービス事業者との連携を図っ  
）  

ている。  

居宅サービス計画書第4表サービス担当者会  

議の要点の会議出席者の欄に利用者もしくは  

家族の記載がある、または欠席の場合その理  

② 利用者および家族が出席できるようサ     由が記載されている。  

ービス担当者会議を開催している。   （  ）  



（居宅介護支援）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

居宅サービス計画書第4表サービス担当者会  

議の要点の会議出席者の欄に主治医・かかり  

つけ医の記載がある、または居宅サービス計  

画書第5表サービス担当者に対する照会（依  

頼）内容、第6表居宅介護支援経過等に主治  

医・かかりつけ医と連絡を取り合った記録があ  

サービス担当者会議等に関連して主        る。  
③ 

治医・かかりつけ医との連携を図って  ）  

いる。   



（居宅介護支援）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

6居宅サービス計画の実施状況  居宅サービス計画書第6表居宅介護支援経  

の把握（モニタリング）   過または訪問記録に1ケ月に1回以上利用者  

宅を訪問し、面接をしたことのわかる記載があ  

介護支援専門員は少なくとも1ケ月に     る。  

①1回利用者宅を訪問し、本人と面接し   
）  

ている。   

4．利用者本位のサービス提  
研修開催日・参加者が把握できる研修実施記  

供   施   
録がある。  

職員の認知症（痴呆）及び認知症ケア  

に関する知識および理解を深めるため  
① 

の研修を実施している、または外部研  

修に派遣している。  
（ ）  



（居宅介護支援）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

5．サービス提供に伴う連携  8 事業者との連携  

サービス事業者の個別サービス計画がある。  

各サービスの事業者が作成する個別  
① 

のサービス計画を把握している。  （ 
）  

居宅サービス計画書第5表サービス担当者に  

対する照会（依頼）内容等に、1ケ月に1回以  
サービス事業者と1ヶ月に1回以上居  

上、事業者と連絡を取り合った記録がある。  
宅サービスの提供状況について連携  

②  
を図っている。  

（ ）  



（居宅介護支援）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

9地域包括支援センターとの連携  

ロ該当なし   済普訝好βについては、将廃彪な必屠裡を考慮して部会での炭厨を行ったものであるが、  

炭斉昭点において「彪虜白虎真澄センターJの貞体郎な窟眉に頻る虚勿が示されていな  

いため、「鹿評者賓／、「虜謬ゎための糊ノについてはその厳君を願えるべきであるとの  

ノ家屋が多かったことから、「小項‾軌のみを超示することとした。  

6．介護保険利用に関する支  

援   助   利用者から申請代行の依頼を受けたことのわ  

かる文書がある。  
要介護認定の申請（更新を含む）を代  

①行している。  
（ ）  



（居宅介護支援）  

に介護保険施設等と連絡を取り合った記録が  

険施設等との連携を図っている。   

退院・退所の場合のカンファレンスへの出席  

記録または病院・施設を訪問しで情報収集し  
病院、介護保険施設等から退院また  

たことがわかる文書がある。  
は退所する要介護者等から依頼を受  



（居宅介護支援）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料   

Ⅱ．サービス  12 守るべき倫理・法令の周知  

の質を確保す  

倫理規程がある。  
るための組  

織・運営   事業所の全職員が守るべき倫理を明  
①   

文化している。  （ ）  

13 公正中立の確保   契約書または重要事項説明書でサービス事  

業者の選定・推薦に際して介護支援専門員  

は利用者のニーズを踏まえつつ公正中立に  

サービス事業者の選択にあたっては、  

①利用者のニーズを踏まえつつ公正中  

立に行うことを明文化している。  



（居宅介護支援）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

8．サービスの管理   14 相談体制の確保  ．．＿．一 

過に、当該事業所の介護支援専門員が主任  

介護支援専門員等に相談した記録がある（相  

談相手は地域包括支援センターの主任介護  

ケアマネジメント業務を実施する際に、   

①介護支援専門員が必要に応じて相談   
）  

している。   

職務規程等担当数設定を明文化している文  

書がある。  

介護支援専門員1人あたりの担当数の  

② 
上限を事業所独自に設定している。  （ 

）  



（居宅介護支援）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

9．苦情・緊急時への対応   15要望・苦情への適切かつ迅速  
ケアマネジメントおよび居宅サービス計  要望および苦情対応に関するマニュアルまた  

な対応  
①画書に位置づけたサービスに対する要  は手順書等がある。  

望および苦情への対応方法を定めて  
）  

いる。  

要望および苦情の対応記録がある。  

②要望および苦情の経過は記録として残   

している。  
（  ）  

要望および苦情の対応記録に受付日の翌営  

業目までに初回対応をしていることが記載さ  

要望および苦情に対しては、即日の対  
③  

応を行っている。  
（  ）  

要望および苦情の対応記録に苦情等の「原  

因」と「予防策（再発防止策）」が記載されてい  

苦情の事例を分析し、予防策を検討1ノ  
④   る。  

ている。   
（  ）  



（居宅介護支援）  

中項目   確認事項   確認のための材料  

小項目        16 緊急時の対応   利用者の緊急連絡先が記載された文書およ  

び緊急時の対応並びに連絡体制が記載され  

た文書（緊急時マニュアル等）がある。  

① 緊急時の対応を定めている。  
（  ）   

10．個人情報の適切な管理  17 個人情報の適切な管理   

利用者および家族の個人情報に閲し  
個人情報の利用目的に関して明文化された  

て、自らの業務に照らして通常必要とさ  
文書の掲示がある。  

①   
れる利用目的を公表している。   （  

）  

個人情報の利用目的の変更記録がある。  

上記の個人情報の利用目的の変更時  

には利用者への通知または公表を行   個人情報の利用目的の変更時に利用者への  

②っている。  通知または公表を行うことを定めた文書があ  

る。  

□該当なし  （ ）  

大項目  



（居宅介護支援）  

大項目   中項目   小項目   確認事項   確認のための材料  

個人情報保護に関する規程の事業所内での  

掲示がある。  

個人情報保護に関する規程を公表し   
③   

ている。  への掲載がある。  

（  ）  

11．マニュアルの活用   18 マニュアルの活用   
マニュアルは介護支援専門員がいつでも閲  

覧できる場所にある。  

に備え付けている。   

12．サービスの質の確保   19 サービス改善への取組み  
事業所として行ったサービス改善のための取  

事業所としてサービス改善のための取  組みの実施記録がある。  

①   
組みを行っている。  （ ）   

項目数   6   8   14   16 

合計項目数   




